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閣僚会議

一般理事会（随時開催）

(DSB) (TPRB)紛争解決機関 貿易政策検討機関

物品の貿易 サービスの 貿易関連知的

に関する理 貿易に関す 所有権理事会

事会 る理事会

・ 農業に関する委員会 ・ 金融サービスの貿易に関す

・ 衛生・植物検疫措置に関す る委員会

る委員会 ・ 自由職業サービスに関する

・ 繊維・繊維製品監視機関 作業部会

・ 貿易の技術的障害に関する ・ ＧＡＴｓルールに関する作

委員会 業部会

・ 貿易に関連する投資措置に ・ 特定の約束に関する委員会 ・民間航空機貿易に関する

関する委員会 委員会

・政府調達に関する委員会・ ダンピング防止措置に関す

る委員会 ・国際酪農品理事会

・ 関税評価に関する委員会 ・国際食肉理事会

・ 原産地規則に関する委員会 注

・ 輸入許可に関する委員会

・ 補助金及び相殺措置に関す

る委員会

・ ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞに関する委員会

・ 市場ｱｸｾｽに関する委員会

貿易及び開発に 国際収支上の目 予算、財政及び 貿易と環境に関 地域貿易協定に

関する委員会 的のための制限 運営に関する委 する委員会 関する委員会

に関する委員会 員会

政府調達の透明性に貿易と投資に関する 貿易と競争政策に関

関する作業部会作業部会 する作業部会

注：国際酪農品理事会及び国際牛肉理事会については、 年末に国際酪農品協定及び国際牛肉協定が失97
効したことに伴い、消滅した。


